
令和 ７年 ９月 ５日

会 員 各 位

（一社）長崎県物産振興協会

会 長 森 拓 二 郎

（公印省略）

第５８回長崎県優良特産品推奨審査会の開催について（通知）

時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、標記審査会を別添要網により令和７年１１月１１日（火）に開催いたしますが、

新規に推奨を希望される場合は、別添申請書に必要事項をご記入のうえ、下記により申請

等の手続きをとられますようお願いいたします。

記

◆申請書の提出期限 令和７年９月２６日（金 （期限厳守））

◆申請方法 下記①～③を郵送、メールまたはご持参ください。

①申請書

エクセル形式の申請書が必要な場合は、下記担当者へメールにてご連絡ください。※

②出品物の解説書または写真等

③出品物の一括表示欄（別添一括表示シートに貼付願います）

→（名称、原材料名、内容量、賞味期限等の記載がある部分）

※必ず申請品と同様の一括表示欄をご提出願います （ただし賞味期限は除く）。

◆申請品の搬入期間及び搬入場所

①令和 ７年１０月２９日（水）～１１月５日（水 （期間厳守））

※賞味期限が短い商品（２週間前後）につきましては、事前に下記担当者へご連絡い

ただきますようお願いいたします。

850-0057②搬入場所 〒

長崎市大黒町３－１

（一社）長崎県物産振興協会 企画総務部 岩永・大水あて

③試食品 審査会において、審査員の試食を行っておりますので、申請品搬入時に

試食品の提供をお願いいたします （審査員１５名程度）。

④その他 推奨申請中、食品については食品表示法等に基づく表示がなされ、

販売が可能な状態で搬入願います。

◆審 査 料 １件につき １，０００円（税込）

※申請書と同時に納入願います

「 」 。お振込みの場合は別添 実施細目 へ記載の振込先へお振込み願います

＜お問い合わせ先＞

（一社）長崎県物産振興協会

企画総務部 岩永・大水

095-821-6580ＴＥＬ

095-825-8870ＦＡＸ

e-mail bussan@e-nagasaki.com
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長崎県優良特産品推奨要綱

（目 的）

第１条 県産品の品質向上と改善を図り、優良な商品を推奨し、県産品の信用と消費

者の認識を高め、併せて生産販売者の責任保証を確立させ、もって、販路拡張

と業界の振興に寄与することを目的とする。

（推奨品の決定）

（ 「 」 。）第２条 前条の目的を達成するために推奨する優良特産品 以下 推奨品 という

は、会長が委嘱した審査員によって選定し、会長がこれを決定する。

（推奨品の対象）

第３条 推奨品の対象は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

１．県内に本拠地を有する事業者が製造ないし販売する商品で、次の種類とする。

ただし、県内で産出される原材料を用いて商品企画を行い、県外で加工外注した

場合も含む。

（イ）水産加工品 （ニ）民工芸品

（ロ）農産加工品 （国、県指定の伝統工芸品を除く ）。

（ハ）菓 子 類 （ホ）その他、会長が適当と認めたもの

２．常時、量産し市販されているもの。

３．食品表示法、容器包装リサイクル法、計量法並びに不当景品類及び不当表示防止

法、家庭用品品質表示法等に違反しないもの。

（推奨基準）

第４条 推奨の選定基準は、おおむね次の基準によるものとする。

１．品質、デザイン、包装、価格、量目、風格及び郷土色について適当と認められる

もの。

２．他県の類似商品と比較しそん色のないもの。

３．骨とう品並びに他の特許登録と同一又は模造品でないもの。

（特別考慮）

第５条 次の各号の一に該当するものは、特に考慮する。

１．日本工業規格（ＪＩＳ）製品

２．日本農林規格（ＪＡＳ）製品

３．国、県の試験研究機関、その他適当と認められる機関の審査等に合格したもの。

４．過去２カ年間のうち、国、県または全国的に催された展示会等において上位入賞

したもの。
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（推奨状の交付）

第６条 推奨品については別に定める推奨状を交付する。

（推奨証紙の表示）

第７条 推奨品については、別に定める推奨証紙を貼付して販売することができる。

ただし、推奨証紙は有料とする。

（推奨の取消）

第８条 会長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、推奨を取り消すことがで

きる。

１．この要綱に定める推奨基準に適合しなくなったとき。

２．推奨証紙を不正に用いたとき。

３．推奨品としての信用を著しく害する行為が認められたとき。

４．推奨品の生産を中止したとき。

（推奨の期間）

第９条 推奨期間は２カ年以内とする。

（調 査）

第１０条 推奨を受けようとする者、または受けた者は、会長が当該品の生産状況を調

査する必要が生じた場合、これを拒むことができない。

（雑 則）

第１１条 実施細目は別に定める。

附 則

（施行期日）

この要綱は、昭和４３年６月１日より施行する。

この要綱の改正部分は、昭和６２年４月１日より施行する。

この要綱の改正部分は、平成６年１１月１日より施行する。

この要綱の改正部分は、平成２７年４月１日より施行する。

この要綱の改正部分は、令和２年９月１日より施行する。
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長崎県優良特産品推奨審査会実施細目

１． 推 奨 審 査 申 請

（１）優良特産品として推奨を受けようとする者は、商品１件ごとに

「長崎県優良特産品推奨審査申請書」 （以下「申請書」という ）。

に記入のうえ、次の書類を添付して、 長崎市大黒町３番１号

（一社）長崎県物産振興協会会長あて提出すること。

（添付書類） イ．出品物の解説書または写真等

ロ．出品物の一括表示欄のコピー

（２）申請書の提出及び申請品の搬入

申請書の提出期間 令和 ７年９月２６日（金）

申請品の搬入期間（２年前に推奨を受けた商品）

令和７年１０月２２日（水）～ １０月２９日（水）

（新規に申請する商品）

令和７年１０月２９日（水）～ １１月 ５日（水）

場 所 （一社）長崎県物産振興協会（長崎市大黒町３番１号）

２． 推奨申請品の搬出及び注意事項

（１）推奨申請品中、食品については、食品表示法等に基づく表示がなされ、

販売が可能な状態で搬入のこと。

（２）食品については、別に試食品を添えること （新規申請商品に限る ）。 。

（３）推奨申請品の搬出は１１月１２日（水）１０：００からとする。

ただし、食品は開封審査をするので、原則として返品しない。

３．審 査 経 費

（１）審査料は、１件につき１，０００円とする。納入方法は現金または下記振込

先へ納入すること。なお、振込の場合、振込手数料は出品者の負担とする。

（振込先）十八親和銀行 北支店 普通預金 ７１３１５１

一般社団法人 長崎県物産振興協会

（２）推奨申請品の搬入・搬出に要する経費は、出品者の負担とする。

４．１件の取扱い

（ ） 、 。１ 申請品で商品の形態及び包装が同一であっても 商品の大小は各１件とする

（２）異なる商品を２つ以上組み合わせたものは１件とする。

５．審 査 会

（１）推奨申請品については、別に定める要領により審査員がこれを審査する。

６．推奨を受けた者の遵守事項

（１）推奨品として販売する場合は、推奨証紙を貼付すること。

（２）推奨品は、推奨の趣旨、基準に違反のないよう責任保証に努めること。

（３）推奨品の品名及び意匠、価格、住所等の変更または製造中止、廃止があった

時は、すみやかに書面をもって届出ること。
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